
病院からの景色 

指定 
救急告示病院 

施設基準 
◎基本診療科 

（1）機能強化加算 

（2）急性期一般入院料5 

（3）救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算 

（4）診療録管理体制加算3 

（5）医師事務作業補助体制加算2（75対1） 

（6）急性期看護補助体制加算（50対1） 

（7）夜間50対1急性期看護補助体制加算、夜間看護体制加算 

（8）地域加算6級地 

（9）療養環境加算 

（10）医療安全対策加算（2） 

（11）医療安全対策地域連携加算（2） 

（12）感染防止対策加算（2） 

（13）連携強化加算 

（14）サーベイランス強化加算 

（15）患者サポート体制充実加算 

（16）データ提出加算1 

（17）入退院支援加算1 

（18）認知症ケア加算2 

（19）地域包括ケア病棟入院料1 

（20）せん妄ハイリスク患者ケア加算 

（21）病棟薬剤業務実施加算1 

（22）後発医薬品使用体制加算2 

（23）協力対象施設入所者入院加算 

◎特掲診療料 

（1）糖尿病合併症管理料 

（2）糖尿病透析予防指導管理料 

（3）がん性疼痛緩和指導管理料 

（4）院内トリアージ実施料 

（5）肝炎インターフェロン治療計画料 

（6）薬剤管理指導料 

（7）在宅療養支援病院（「第14の2」の1の（2）に規定する在 

   宅療養支援病院） 

（8）在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理 

     料 

（9）在宅がん医療総合診療料 

（10）夜間休日救急搬送医学管理料 

（11）検体検査管理体制加算（1） 

（12）検体検査管理体制加算（2） 

（13）造血器腫瘍遺伝子検査 

（14）CT撮影及びMRI撮影 

（15）無菌製剤処理料 

（16）脳血管疾患等リハビリテーション料（1） 

（17）運動器リハビリテーション料（1） 

（18）廃用症候群リハビリテーション科（1） 

（19）胃ろう造設術 

（20）輸血管理料及び輸血適正使用加算 

 (21）人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 

（22）医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術 

（23）病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制

（24）麻酔管理料（1） 

（25）二次性骨折予防継続管理料1・2・3 

（26）小児食物アレルギー負荷検査 

（27）外来ベースアップ評価料1 

（28）入院ベースアップ評価料54 
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三浦市立病院とその職員は、健康啓発、疾病の予防と治療、そして社会復帰に至るまでの医療全般にわたり、

当院の持ち得る資源を最大限に活用して市民皆様に貢献します。 

■ 病床数 

 136床 

■ 面会時間 

 15時から17時まで 

 （土曜日、日曜日、祝日も面会可能です。） 

■ 所在地 

 三浦市岬陽町4番33号 

■ 駐車場 

 約170台分 

■ 階数 

 地下1階、階上4階 

■ 構造 

 鉄筋コンクリート造（免震構造）  

■ 売店 

 病院内1階フロアに24時間営業の無人店舗があります。 

■ 診療科 

 内科、外科、整形外科、産婦人科、小児科、眼科、耳鼻咽喉科、麻酔科、脳神経外科、泌尿器科、皮膚科 

■ 外来初回受付時間 
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基本理念 

病院概要 

診療科目 曜日 初回受付期間 

内科・外科・整形外科 月曜日～金曜日 8時30分～11時20分 

整形外科 月曜日・水曜日 13時00分～15時00分 

産婦人科（がん検診のみ）予約制 水曜日、1.3.5週木曜日   

眼科 月曜日～金曜日 8時30分～11時20分 

脳神経外科 

水曜日 13時00分～15時00分 

月曜日・金曜日 13時00分～15時30分 

耳鼻咽喉科 月曜日～木曜日 13時00分～15時30分 

泌尿器科 月曜日・水曜日・木曜日 13時00分～15時30分 

皮膚科 火曜日・木曜日・金曜日 13時00分～14時30分 

小児科（中学生まで） 月曜日～金曜日 8時30分～11時20分、13時30分～15時30分 

マイクロバス・ワゴン車 停車場所詳細 
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マイクロバス・ワゴン車 運行時刻表 
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フロアー概要 

ＨＣＵ 

医局 

■ 医療安全管理室 

デイルーム 

ナースステーション 

ＨＣＵ 

 

ＨＣＵ 

ＨＣＵ 

栄養科  

栄養科 

 地域医療科・医療安全管理室 

 



４人部屋 

病室 

デイルーム・売店 

デイルーム 
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施設・医療設備のご案内 

個室 

売店 

 地域医療科では、医療連携、医療・介護相談、訪問診療・看護の業務を行っています。また、 

患者様やご家族からのご相談にも応じます（要予約）。 

 行政機関及び介護保険事業者等と連携をとりながら、諸々の問題解決に向けたお手伝いをさせて

いただきます。 

 

地域医療科 
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 入院治療後、病状が安定した患者に対して、リハビリや退院支援などに重点を置いた地域包括ケア病

棟を47床準備しております。これは、国の施設基準に基づいた「在宅復帰支援のための病棟」です。 

 対象となる患者は…1.急性期治療が終了しもう少し観察が必要な方、2.在宅復帰へ向けて積極的なリ

ハビリが必要な方、3.在宅での療養準備が必要な方、4.急性期病院からの受入、5.在宅からの緊急時の

受入等です。 

地域包括ケア病棟 

総病院長あいさつ 

  コロナ禍により減少した医療スタッフも徐々に戻ってきていますが、病床を

フル稼働にするまでには至っていません。そのため昨年度は大きな赤字を計上

することとなり、市民の皆さんにはご心配をおかけしております。病院長を拝

命した平成19年の時から「いまの三浦市民に必要な三浦市立病院とは」との自

問に常に向き合って、三浦市立病院のあるべき姿を追い求めてきました。当初

より掲げてきた「三浦ならでは」の地域医療の確立という地域での保健・医

療・福祉の一体化を図ろうとする理念は変わることなくより深化させなくては

なりません。となると、136床の中小病院である三浦市立病院が地域に密着した

病院としてやるべきことは以下のこととなります。 

・市民の皆さんが病気にならないようにすること 

・市民の皆さんが具合悪くなったらすぐに診ること 

・市民の皆さんがいつまでも元気で生活できるようにすること 

 以上のことがやれるよう、まずは、健康診断、人間ドックを充実させていかねばなりません。より多く

の市民の皆さんに受診していただくことにより、より多くの皆さんの健康データが電子カルテの中に蓄積

されていきます。病気になる前の強い味方となるはずです。 

また、「持たざる機能」は最適の医療を受けてもらうため高次の医療機関とがっちり繋がっています。そ

の後の後方医療機関としての役割は三浦市立病院がしっかり果たします。 

 「持てる機能」となる高齢者救急としての日頃抱えている多くの疾患の急性増悪に対しては、きっちり

応需してまいります。 

 そして、需要を増す在宅医療を支えるため強化型在宅療養支援病院としての役目を果たしていき、まさ

に地域完結型医療のハブの機能を担ってまいります。さらに、三浦にある多くの介護施設での生活を支え

るためにも地域包括ケアシステムの要としての役割を果たしてまいります。 

職員一同頑張っておりますので、市民の皆さんのご支援をよろしくお願いいたします。 

 

                             三浦市立病院 総病院長 小澤幸弘 


